
千葉県障害児等療育支援事業の見直し（案） 

 

１ 現状 

    下記のとおり年間利用回数制限を実施（協議により上回る回数も認めている） 

   ① 訪問療育相談支援事業  １人につき  ２回 

   ② 訪問療育支援事業    １人につき  ３回 

   ③ 外来療育相談支援事業  １人につき  ２回 

   ④ 外来療育支援事業   

（個別）   １人につき  ３回 

（集団）   １人につき  ３回 

    ⑤ 施設支援指導事業    １施設につき ４回 

     ※施設支援指導事業で支援時間が 4時間未満の場合は、0.5 回でカウント 

施設支援指導事業の対象事業所は障害児通所支援事業所、保育所、幼稚園、

認定こども園、放課後児童クラブ、児童養護施設 

 

２ 実態調査結果概要 

 1 人当た

り平均利

用回数 

平均利用回数が

４回以内の事業

所数（割合） 

最多利用回数が

１２回以内の事

業所数（割合） 

訪問療育相談支援事業 4.2 回 16（80％） 17（85％） 

訪問療育支援事業 11.2 回 13（54％） 7（54％） 

外来療育相談支援事業 1.3 回 28（93％） 29（97％） 

外来療育支援事業（個別） 6.6 回 15（52％） 10（35％） 

外来療育支援事業（集団） ― ― ― 
施設支援指導事業 2.3 回 24（83％） 28（97％） 

 
３ 回数制限の見直し案 

実態調査結果を参考に、各事業の１人当たり平均利用回数をベースに新たな上限額

を設定するとともに、上限を上回る場合は原則月１回として年間の上限は１２回まで

とする。ただし、平成２８年度に同一人に対し２５回以上実施している場合は、経過

措置として平成２９年度のみ年間の上限を２４回とする。また、施設支援指導事業の

学校については、上限額の２回を上回る協議は認めない。 
① 訪問療育相談支援事業         ４回 

②  訪問療育支援事業           ５回 

③  外来療育相談支援事業         ２回 

④  外来療育支援事業   

（個別）   １人につき  ５回 

（集団）   １人につき  ５回 

⑤施設支援指導事業 

（学校以外）    １施設につき ４回 

（学校）      １施設につき ２回（上回る協議は認めない）  
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